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 第２章 重点整備地区別の特定事業 

２.１  都心地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針 

都心地域における基本方針と生活関連施設・生活関連経路を以下に示します。 

 

【都心地域における基本方針】 

 

１．東京 2020大会に伴い、来訪者が増加することを想定し、 

周辺のバリアフリー化を目指します。 

○東京メトロ後楽園駅、都営春日駅及び主要施設における乗換や施設間の経路案内 

 の更なる充実 

○駅を中心とした周辺歩行空間の連続的なバリアフリー化の推進 

○連続的な歩行空間整備に伴うわかりやすいバリアフリールートの確立 

 

２．駅周辺における利便性・安全性の高いバリアフリー化を目指します。 

○駅周辺や主要施設における区外隣接駅（水道橋駅や御茶ノ水駅等）との乗換も 

含めた経路案内の充実 

○高齢者利用が多いことを踏まえた御茶ノ水駅の上下移動の更なる円滑化の推進 

 

３．安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。 

○千川通りにおけるバリアフリー化の積極的な推進 

○生活関連経路の主要な交差点等における視覚障害者の安全な横断環境整備の推進 

○坂道における休憩場所の設置などの推進 

 

４．自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。 

○自転車走行空間の整備とあわせ、自転車の車道通行を促すなど自転車利用ルール 

の徹底 

○坂道での車いす使用者等への手助けなどの心のバリアフリーの推進 
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【都心地域の生活関連施設・生活関連経路】 
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２.２  下町隣接地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針 

下町隣接地域における基本方針及び生活関連施設・生活関連経路を以下に示します。 

【下町隣接地域における基本方針】 

 

１．地区の骨格となる幹線道路網のバリアフリー化を目指します。 

○不忍通り、言問通りなどのバリアフリー化の積極的な推進 

 

２．利用者の多い施設周辺の一体的かつ連続的なバリアフリー化を目指します。 

○病院や大学、根津・千駄木周辺における安全な歩行空間の確保 

○区外からの利用者を想定した駅のバリアフリー情報や主要施設へのルート、 

施設出入口周辺における案内の充実 

 

３．生活道路における歩行空間のバリアフリー化を目指します。 

○歩行者や車いす使用者の通行を妨げる障害物の撤去、移設 

○コミュニティ道路整備による安全な歩行空間確保の推進 

○坂道における休憩場所の設置などの推進 

 

４．生活者と来訪者相互の心のバリアフリーを目指します。 

○歩行空間への駐輪・駐車対策の強化 

○沿道店舗等によるもてなし・サポートや、狭い道でのゆずりあいなどの 

心のバリアフリーの推進 

 

５．自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。 

○自転車走行空間の整備とあわせ、自転車の車道通行を促すなど自転車利用ルール 

の徹底 
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【下町隣接地域の生活関連施設・生活関連経路】 
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